
介護報酬改定に伴う利用料金に関する同意書 

 

                      利用者             様    

令和６年４月の料金変更に伴い、天心堂介護相談サービスセンターの居宅介護支援を利用するにあたり、 

これらの内容に関して下記の担当者から説明を受け、十分に理解した上で同意します。 

＜利用料金＞ 

１．利用料：介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありません。 

基 

本 

要支援１・２      ４,42０円 
厚生労働大臣が定める居宅サービス計画料 

※居宅介護支援事業所と同一敷地内もしくは隣接する敷

地内の建物や、1月当たりの利用者が同一の建物に20人

以上居住する場合は、5%減算になります。 

要介護１・２     10,8６０円 

要介護３・４・５    １4,11０円 

加 

算
（
対
象
事
由
発
生
時
に
算
定
） 

特定事業所加算(Ⅱ)     4,210円 当事業所が居宅サービス計画を作成する時 

初回加算     ３,０0０円 新規に居宅サービス計画を作成する時 

入院時情報連携加算 
(Ⅰ)   ２,５００円 

(Ⅱ)   2,０００円 
入院時、必要な情報を病院職員に提供した時 

退院・退所加算 

(Ⅰ)ｲ ４.５００円 

(Ⅰ)ﾛ ６,０００円 

(Ⅱ)ｲ ６,０００円 

(Ⅱ)ﾛ ７,５００円 

(Ⅲ)  ９,０００円 

退院退所時、病院等の職員に情報の提供を求め、カンファ

レンスに参加、またその他の連携を行った時 

通院時情報連携加算    ５００円 

病院や診療所で医師又は歯科医師の診察を受ける時にケ

アマネジャーが同席をし、医師又は歯科医師に必要な情報

の提供を行い、医師又は歯科医師から必要な情報を受けた

時 

緊急時等居宅 

カンファレンス加算 
   ２,０００円 

医師、または看護師等と居宅を訪問し、居宅サービス利用

の調整を行った時 

中山間地域等に居住する

者へのサービス提供加算 
    ５％加算        

大分市以外（厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域）

の方に居宅介護支援を提供した時 

 

 
ターミナルケアマジメン

ト加算 

   ４,０００円     

    

終末期の医療やケアの方針に関する意向を把握した上で

利用者や家族の同意を得て居宅を訪問し、必要に応じて居

宅介護支援を行う場合  

令和  年   月   日 

 

（住所）                                    

 

（氏名）                   印 （続柄    ） 

（事業者）  社会医療法人財団 天心堂 介護相談サービスセンター                                                

（所在地）   

（管理者）  （説明者）                   

 



２． 職員の体制 

職 種 人員 担当者 担当件数 主な業務内容 

管理者 １名 （主任介護支援専門員） － 各種管理業務一般 

苦情・事故・虐待  

相談窓口 
１名 

窓口：主任介護支援専門員 

責任者： 御手洗久美 
－ 

対応者は異なる場合がありま

す。 

主任介護支援専門員 5名 

御手洗久美、戎典子 

竹本綾子、安東修太 

長野亜紗美 
1人あたり 

50件未満 

①認定申請代行手続  

②認定調査  

③居宅介護サービス計画作成  

④給付管理表の作成・管理 介護支援専門員 4名 
大堀公美恵、矢野康治 

佐々木めぐみ、梅田円 

 

 

 


